
静岡市家庭用ごみ袋等の指定等に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、静岡市がステーション方式により収集する家庭ごみ（一般家庭から排出される

ごみで、粗大ごみを除いたものをいう。以下同じ。）を市民が排出する際に使用する家庭用ごみ袋

等の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（家庭用ごみ袋の指定） 

第２条 市長は、静岡市一般廃棄物処理計画に定めるところにより、ステーション方式による家庭ご

みの収集を行う際に市民が使用する家庭用ごみ袋を指定するものとする。 

２ 前項の規定により市長の指定を受けることができる家庭用ごみ袋は、別表１に掲げる規格を満た

したものでなければならない。 

（指定の申請） 

第３条 家庭用ごみ袋を製造する者が当該家庭用ごみ袋について前条第１項の指定を受けようとする

ときは、家庭用ごみ袋指定申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、当該指定を受けようとする家庭用ごみ袋の見本を添付しなければならない。 

３ 市長は、第１項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、当該家庭

用ごみ袋を指定し、申請者に家庭用ごみ袋指定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（レジ袋等の認定） 

第４条 市長は、静岡市一般廃棄物処理計画に定めるところにより、ステーション方式による家庭ご

みの収集を行う際に市民が使用する容器で、第２条第１項の規定による指定を受けた家庭用ごみ袋

（以下「指定袋」という。）以外のもの（以下「レジ袋等」という。）を認定するものとする。 

２ 前項の規定により市長の認定を受けることができるレジ袋等は、次に掲げる要件を全て満たした

ものでなければならない。 

（１）内容物が、目視できる程度の透明性を有すること。 

（２）材質が、ポリエチレンであること。 

（３）寸法が、第２条第２項に規定する家庭用ごみ袋の寸法を超えないものであること。 

（４）レジ袋等に別表２に掲げる表示をしたものであること。 

（認定の申請） 

第５条 自らが頒布しているレジ袋等について前条第１項の認定を受けようとする者は、レジ袋等認

定申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、当該認定を受けようとするレジ袋等の見本を添付しなければならない。 



３ 市長は、第１項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、当該レジ

袋等を認定し、申請者にレジ袋等認定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

（廃止の届出） 

第６条 指定袋又は第４条第１項の規定による認定を受けたレジ袋等（以下「認定袋」という。）に

ついて、これらの規定による指定又は認定を受けた者（以下「指定等を受けた者」という。）は、

指定袋等の製造を取りやめ、又は認定袋の頒布を取りやめようとするときは、         

廃止届出書（様式第５号）により市長に届け出なければならない。 

（変更の届出） 

第７条 指定袋又は認定袋について、これらの規定による指定等を受けた者の内容に変更が生じた場 

合は、         変更届出書（様式第６号）により市長に届け出なければならない。 

（改善の指示） 

第８条 市長は、指定袋が第２条第２項に定める規格に該当しなくなり又は認定袋が第４条第２項に

定める要件に該当しなくなったと認めたときは、当該指定等を受けた者に指定（認定）袋改善指示

書（様式第７号）により改善を求め又は必要な指示をすることができる。 

（指定又は認定の取り消し） 

第９条 市長は、指定等を受けた者がこの要綱の規定に違反し、又は前条の規定による改善の求めに

応じず若しくは同条の規定による指示に従わないときは、当該指定又は認定を取り消すことができ

る。 

２ 市長は、前項の規定により指定又は認定を取り消すときは、当該指定等を受けた者に、家庭用ご

み袋指定取消通知書（様式第８号）又はレジ袋等認定取消通知書（様式第９号）により通知するも

のとする。 

（雑則） 

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成15年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 合併前の静岡市又は清水市の要綱の規定により指定等を受けた者で、合併前の事務すり合わせに

よる所定の手続きを終了した者の指定等については、本要綱の規定による指定等を受けたものとみ

なす。 

３ 合併前の静岡市又は清水市の要綱の規定により指定等を受けた指定袋又は認定袋で両市の合併の

家庭用ごみ袋指定 
レジ袋等認定 

家庭用ごみ袋指定 
レジ袋等認定 



前日までに製造されたものは、本要綱の規定による指定等を受けたものとみなす。 

 （蒲原町の編入に伴う経過措置） 

４ 蒲原町の編入の日（以下この項において「編入日」という。）の前日までに、編入前の蒲原町廃

棄物の処理及び清掃に関する規程（平成７年蒲原町規程第１号）第４条の規定により承認を受けた

指定袋で編入日の前日までに製造されたものは、この要綱の相当規定による指定を受けたものとみ

なす。（平成18年追加） 

（由比町の編入に伴う経過措置） 

５ 由比町の編入の日（以下この項において「編入日」という。）の前日までに、編入前の由比町廃

棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（平成６年由比町規則第４号）第２条の規定により指定

された容器のうち町長が指定したごみ袋で編入日の前日までに製造されたものは、この要綱の相当

規定による指定を受けたものとみなす。（平成20年追加） 

   附 則 

この要綱は、平成18年３月31日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成18年11月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成20年11月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成21年１月５日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和４年６月１日から施行する。 

 



 別表１（第２条関係） 

 

指 定 袋 の 規 格 

指定袋の種類 大 型（４５ℓ ） 小 型（２０ℓ ） 極小型（１０ℓ ） 

形状及び外観 
基本の形状は、別図１のとおりとする。ただし、袋の開口部にＥカット加

工等を施し、しばり手を付けることを妨げない。 

材 質 高密度ポリエチレン（ナチュラル＝無色） 

厚 さ ０．０２５㎜以上 ０．０２㎜以上 

寸法 

縦 
８００㎜ 

（許容差＝±１５㎜） 

６５０㎜ 

（許容差＝±１０㎜） 

５００㎜ 

（許容差＝±１０㎜） 

横 
６５０㎜ 

（許容差＝±７㎜） 

４５０㎜ 

（許容差＝±６㎜） 

４００㎜ 

（許容差＝±６㎜） 

開口部 切り口を軽く指で左右に滑らすと開口すること。 

引張強度 
縦方向 ２００㎏ｆ／㎠（19.6133MPa）以上 

横方向 ２００㎏ｆ／㎠（19.6133MPa）以上 

透明度 無色で内容物が目視で識別できる程度の透明性を有するものであること。 

印 刷 片面１色印刷   印刷色＝濃緑 

製造元表示 別図１及び別図２に示すところにより表示すること。 

製
袋
加
工
精
度 

カット長さ ±１５㎜ ±１０㎜ ±１０㎜ 

シール下長さ ２０±５㎜ １５±５㎜ １０±５㎜ 

斜めカット差 １０㎜以下 ７㎜以下 ７㎜以下 

斜めシール １０㎜以下 ７㎜以下 ７㎜以下 

シール線幅 ２±１㎜ ２±１㎜ ２±１㎜ 

シール状態 

① 空気を入れ外部より圧力を加えたとき、シール部から破れないこと。 

② シール部を左右に指で引っ張った場合に、シール部が簡単にはがれない

こと。 

開口性 切り口を軽く指で左右に滑らすと、１回で開口すること。 

外 観 異物混入、付着による汚れ、キズ等が無いこと。 

におい フィルム内外面に異臭（悪臭）が無いこと。 

その他 

① 別図２に示す外袋から１枚ごとに取り出せる形態とする。この場合、１

セットの枚数の限定はない。 

② カットは、別図３を使用する。 

 



別表１別図１－（１）（大型・基本形） 

 

 

 

●

●

●

●

ごみ減量にご協力ください。

製造元：　　　　　　　　

町内会・自治会名

氏　　名

静　岡　市　指　定

この袋は、週２回の「燃えるごみ」収集日に使用できます。

この袋は事業所ごみには使用できません

「決められた日の朝」に出してください。

「水」をよく切ってから入れてください。

家　庭　用　ご　み　袋

カット

「農薬などの有害物」「ガスの入ったボンベなどの危険物」は

ごみとして出せません。

800mm

650mm

400mm

450mm



別表１別図１－（２）（小型・基本形） 

 

 

●

●

●

●

ごみ減量にご協力ください。

製造元：　　　　　　　　

町内会・自治会名

氏　　名

「決められた日の朝」に出してください。

「水」をよく切ってから入れてください。

「農薬などの有害物」「ガスの入ったボンベなどの危険物」は

ごみとして出せません。

静　岡　市　指　定

家　庭　用　ご　み　袋

カット

この袋は、週２回の「燃えるごみ」収集日に使用できます。

この袋は事業所ごみには使用できません

650mm

450mm

350ｍｍ

435mm



別表１別図１－（３）（極小型・基本形） 

 

 

●

●

●

●

ごみ減量にご協力ください。

製造元：　　　　　　　　

町内会・自治会名

氏　　名

「決められた日の朝」に出してください。

「水」をよく切ってから入れてください。

「農薬などの有害物」「ガスの入ったボンベなどの危険物」は

ごみとして出せません。

静　岡　市　指　定

家　庭　用　ご　み　袋

カット

この袋は、週２回の「燃えるごみ」収集日に使用できます。

この袋は事業所ごみには使用できません

650mm

450mm

350ｍｍ

435mm

400mm 

500mm 

220mm 

260mm 



別表１別図２－（１）－①（大型・基本形入外袋） 

 

 

美しく住みよい町をつくりましょう

第 号

ポリエチレン

度

外形

厚さ

枚

取扱い上の注意

住所

電話

カット

市指定番号

家 庭 用 ご み 袋

（ 大 ） ㎜ × ６ ５ ㎝ × ８ ０ ㎝

　　　（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

火のそばに置かないでください。

枚 数

製 造 元

650×800（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

原料樹脂

耐冷温度

寸 法

ここから１枚ずつとりだせます。

静岡市指定 枚入り

高密度ポリエチレン使用

家庭用品品質表示法に基づく表示

４５
ﾘｯﾄﾙ

65㎝

80
㎝



別表１別図２－（１）－②（大型・しばり手付入外袋） 

 

 

美しく住みよい町をつくりましょう

第 号

ポリエチレン

度

外形

厚さ

枚

取扱い上の注意

住所

電話

カット

市指定番号

家 庭 用 ご み 袋

静岡市指定 枚入り

高密度ポリエチレン使用

ここから１枚ずつとりだせます。

し ば り 手 付

　　　（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

枚 数

火のそばに置かないでください。

家庭用品品質表示法に基づく表示

原料樹脂

耐冷温度

寸 法 650×800（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

（ 大 ） ㎜ × ６ ５ ㎝ × ８ ０ ㎝

しばり手付

４５
ﾘｯﾄﾙ

製 造 元

65㎝

80
㎝



別表１別図２－（２）－①（小型・基本形入外袋） 

 

 

美しく住みよい町をつくりましょう

第 号

ポリエチレン

度

外形

厚さ

枚

取扱い上の注意

住所

電話

家庭用品品質表示法に基づく表示

（小） ㎜×４５㎝×６５㎝

静岡市指定 枚入り

高密度ポリエチレン使用

ここから１枚ずつとりだせます。

カット

市指定番号

家 庭 用 ご み 袋

原料樹脂

２０
ﾘｯﾄﾙ

耐冷温度

寸 法

製 造 元

450×650（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

　　　（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

枚 数

火のそばに置かないでください。

45㎝

65
㎝



別表１別図２－（２）－②（小型・しばり手付入外袋） 

 

 

美しく住みよい町をつくりましょう

第 号

ポリエチレン

度

外形

厚さ

枚

取扱い上の注意

住所

電話

し ば り 手 付

ここから１枚ずつとりだせます。

カット

市指定番号

家 庭 用 ご み 袋

（小） ㎜×４５㎝×６５㎝

静岡市指定 枚入り

高密度ポリエチレン使用

家庭用品品質表示法に基づく表示

原料樹脂

耐冷温度

寸 法 450×650（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

製 造 元
しばり手付

　　　（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

２０
ﾘｯﾄﾙ

枚 数

火のそばに置かないでください。

45㎝

65
㎝



別表１別図２－（３）－①（極小型・基本形入外袋） 

 

 

美しく住みよい町をつくりましょう

第 号

ポリエチレン

度

外形

厚さ

枚

取扱い上の注意

住所

電話

家庭用品品質表示法に基づく表示

（小） ㎜×４５㎝×６５㎝

静岡市指定 枚入り

高密度ポリエチレン使用

ここから１枚ずつとりだせます。

カット

市指定番号

家 庭 用 ご み 袋

原料樹脂

２０
ﾘｯﾄﾙ

耐冷温度

寸 法

製 造 元

450×650（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

　　　（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

枚 数

火のそばに置かないでください。

45㎝

65
㎝

（極小）     ㎜×４０㎝×５０㎝ 

40cm 

50  １０ 

400×500（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 



別表１別図２－（３）－②（極小型・しばり手付入外袋） 

 

 

美しく住みよい町をつくりましょう

第 号

ポリエチレン

度

外形

厚さ

枚

取扱い上の注意

住所

電話

し ば り 手 付

ここから１枚ずつとりだせます。

カット

市指定番号

家 庭 用 ご み 袋

（小） ㎜×４５㎝×６５㎝

静岡市指定 枚入り

高密度ポリエチレン使用

家庭用品品質表示法に基づく表示

原料樹脂

耐冷温度

寸 法 450×650（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

製 造 元
しばり手付

　　　（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ）

２０
ﾘｯﾄﾙ

枚 数

火のそばに置かないでください。

45㎝

65
㎝

（極小）     ㎜×４０㎝×５０㎝ 

40cm 

50  

400×500（ﾐﾘﾒｰﾄﾙ） 

１０ 



別表１別図３ 

 

 

 

 

 

 

 



別表２（第４条関係） 

 

認定袋の表示 

 

 

 

 

 

（注） 

１ 表示位置は、別図によること。 

２ カットは別表１別図３を使用すること。 

 

 

 

● この袋は静岡市の家庭用ごみ袋として利用できます。 

  静 岡 市 認 定 カット 



別表２別図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意事項）カットは別表１別図３を使用すること。 

● この袋は静岡市の家庭用ごみ袋として利用できます。 

カット 静 岡 市 認 定 

 

指定申請書等様式類は、別紙。 


